
  

 

 

 

 

 

☆  ☆  ☆  ☆  ☆  ☆  ☆  ☆  ☆  ☆  ☆  ☆  ☆  ☆  ☆  ☆  ☆  ☆  

☆                           ☆  

☆                           ☆  

☆                           ☆  

☆                           ☆  

☆                           ☆  

☆                           ☆  

☆  ☆  ☆  ☆  ☆  ☆  ☆  ☆  ☆  ☆  ☆  ☆  ☆  ☆  ☆  ☆  ☆  ☆  

 

 

（  令和８年６月１２日  ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大 阪 南 消 防 組 合  
 

議 会 定 例 会 議 案 書  
 

令  和  ８  年   第  ２  回  



 

日     程     表  

令和８年６月１２日  定例会  

日程  議案等番号  議 案 等 名 ページ 

第１   議会運営委員会委員長報告  - 

第２   会議録署名議員の指名について  - 

第３  選挙第１号  議長の選挙について  １  

第４   会期の決定について  - 

第５  報告第２号  
専決処分報告について「損害賠償の額の決定

について」  
２  

第６  報告第３号  
専決処分報告について「大阪南消防組合行政

手続条例の一部改正について」  
６  

第７  報告第４号  
専決処分報告について「大阪南消防組合職員

の給与に関する条例の一部改正について」  
１０  

第８  報告第５号  
専決処分報告について「大阪南消防組合職員

の旅費に関する条例の一部改正について」  
１３  

第９  報告第６号  
専決処分報告について「令和７年度大阪南消

防組合一般会計補正予算（第４号）」  
１７  

第１０  報告第７号  
令和７年度大阪南消防組合一般会計予算の

繰越明許費繰越計算書の報告について  
２０  

第１１  議案第９号  財産の取得について   ２２  

第１２  議案第１０号  財産の取得について    ２３  

第１３  議案第１１号  財産の取得について   ２４  

第１４  議案第１２号  財産の取得について  ２５  

第１５  議案第１３号  財産の取得について   ２６  

第１６  議案第１４号  
大阪南消防組合公平委員会委員の選任につ

き同意を求めることについて  
２７  

第１７  議案第１５号  
大阪南消防組合監査委員の選任につき同意

を求めることについて  
２８  

第１８   一般質問について  - 



選挙第１号 

 

議長の選挙について 

 

 地方自治法第１０３条第１項の規定に基づき、本組合議会議長の選挙を行う。 

 

 

  令和８年６月１２日提出 

 

 

大 阪 南 消 防 組 合 議 会  

副 議 長  中 村  保 治  

 

 

 

 

 当選 
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桂　聖



 

 

報告第２号 

 

専決処分報告について 

 

 次の事件は、地方自治法第１８０条第１項の規定及び管理者の専決処分事項

の指定により、別紙のとおり専決処分したので同条第２項の規定により、議会

に報告する。 

 

 

  令和８年６月１２日提出 

 

 

大 阪 南 消 防 組 合    

管 理 者  冨 宅 正 浩   
 

 

 

 

 

 

専決第１号 損害賠償の額の決定について 

専決第２号 損害賠償の額の決定について 

専決第７号 損害賠償の額の決定について 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2-

報告



 

 

専決第１号 

 

   損害賠償の額の決定について 

 

 次のとおり損害賠償の額を定める。 

 

  令和８年２月５日専決 

 

 

   大 阪 南 消 防 組 合   

管 理 者  冨 宅 正 浩   

 

 

記 

 

 

事  由 
事 由 発 生 

日 時 ・ 場 所 

損 害 賠 償 の 

相 手 方 
損害賠償の額 当事者 

 

一般走行中 

救急車での

接触事故 

 

令和７年１１月２２日 

午後２時１５分頃 

河内長野市小山田町 

消防本部前交差点 

 

河内長野市在

住男性 

 

 

８１０，０００円 

 

大阪南消防

組合 
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専決第２号 

 

   損害賠償の額の決定について 

 

 次のとおり損害賠償の額を定める。 

 

  令和８年２月２０日専決 

 

 

   大 阪 南 消 防 組 合   

管 理 者  冨 宅 正 浩   

 

 

記 

 

 

事  由 
事 由 発 生 

日 時 ・ 場 所 

損 害 賠 償 の 

相 手 方 
損害賠償の額 当事者 

 

救急活動中

における受

傷事故 

 

令和７年９月１６日 

午前０時４０分頃 

柏原市国分市場２丁目 

 

 

柏原市在住男

性 

 

 

２６，１６０円 

 

大阪南消防

組合 
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専決第７号 

損害賠償の額の決定について 

次のとおり損害賠償の額を定める。 

  令和８年４月２８日専決 

   大 阪 南 消 防 組 合

管 理 者 冨 宅 正 浩  

記 

事  由 
事 由 発 生  

日時・場 所 

損害賠償 の 

相 手 方 
損害賠償の額 当事者 

救急搬送中

における車

内での受傷

事故 

令和８年２月９日 

午前６時１０分頃 

大阪府堺市南区槇塚台１

丁 槇塚台 1 丁交差点内

河内長野市在

住女性 

５６，１８２円 大阪南消防

組合 
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報告第３号

専決処分報告について

次の事件は、地方自治法第１７９条第１項の規定により別紙のとお

り専決処分したので、同条第３項の規定により議会に報告し、その承

認を求める。  

  令和８年６月１２日提出

大 阪 南 消 防 組 合  

管 理 者  冨 宅 正 浩

記

専決第３号  大阪南消防組合行政手続条例の一部改正について

-6-

即日承認



専決第３号

大阪南消防組合行政手続条例の一部改正について

 大阪南消防組合行政手続条例の一部を改正する条例を次のように制

定する。  

  令和８年３月２７日専決

大 阪 南 消 防 組 合  

管 理 者  冨 宅 正 浩  
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大阪南消防組合条例第５号

大阪南消防組合行政手続条例の一部を改正する条例

大阪南消防組合行政手続条例（平成１４年柏原羽曳野藤井寺消防組

合条例第１号）の一部を次のように改正する。  

第７条第１項ただし書中「添付書類」の次に「その他の申請の内容」

を加える。  

第１４条第３項中「その者の氏名、同項第３号及び第４号に掲げる

事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつ

でもその者に交付する旨を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示するこ

と」を「公示の方法」に改め、同項後段を削り、同条に次の１項を加え

る。  

４  前項の公示の方法による通知は、不利益処分の名宛人となるべき

者の氏名、第１項第３号及び第４号に掲げる事項並びに当該行政庁

が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付す

る旨（以下この項において「公示事項」という。）を規則で定める方

法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くととも

に、公示事項が記載された書面を当該行政庁の事務所の掲示場に掲

示し、又は公示事項を当該事務所に設置した電子計算機の映像面に

表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとること

によって行うものとする。この場合においては、当該措置を開始し

た日から２週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したも

のとみなす。  

第１５条第１項中「同条第３項後段」を「同条第４項後段」に改める。

第１８条第１項中「職員」の次に「その他規則で定める者」を加える。

第２１条第３項中「第１４条第３項」の次に「及び第４項」を、「同

条第３項」の次に「及び第４項」を、「と、」の次に「同項中」を加え、

「掲示を始めた日から２週間を経過した」を削り、「、掲示を始めた」

を「、当該措置を開始した」に改める。  

第２８条前段中「第１４条第３項」の次に「及び第４項」を加え、同
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条中「「同項第３号及び第４号」」を「同条第１項中「第１項第３号及び

第４号」」に、「「同項第３条」」を「「第２７条第１項第３号」」に、「同

条第３項後段」を「同条第４項後段」に、「第１４条第３項後段」を「第

１４条第４項後段」に、「第１７条第３項」を「同条第３項」に改める。

第３３条第４項第２号中「含む。）」の次に「又は電磁的記録（電子的

方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない

方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供さ

れるものをいう。）」を加える。  

（施行期日）  

１  この条例は、令和８年５月２１日から施行する。

（経過措置）  

２  この条例による改正後の大阪南消防組合行政手続条例第１４条第

３項及び第４項の規定（これらの規定を同条例において準用する場

合を含む。）は、この条例の施行の日以後にする通知について適用し、

同日前にした通知については、なお従前の例による。  
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報告第４号  

 

専決処分報告について  

 

次の事件は、地方自治法第１７９条第１項の規定により別紙のとお

り専決処分したので、同条第３項の規定により議会に報告し、その承

認を求める。  

 

  令和８年６月１２日提出  

 

 

大 阪 南 消 防 組 合   

管 理 者  冨 宅 正 浩    

 

 

記  

 

 

専決第４号  大阪南消防組合職員の給与に関する条例の一部改正に

ついて  
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即日承認



専決第４号

大阪南消防組合職員の給与に関する条例の一部改正について

 大阪南消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次

のように制定する。  

  令和８年３月２７日専決

大 阪 南 消 防 組 合

管 理 者  冨 宅 正 浩
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大阪南消防組合条例第６号  

 

   大阪南消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  

 

 大阪南消防組合職員の給与に関する条例（昭和３８年柏原羽曳野藤

井寺消防組合条例第１９号）の一部を次のように改正する。  

 第１５条の２第２項中「１００分の１０．３」を「１００分の１１．

２」に改める。  

附則第１７項中「１００分の１０．３」を「１００分の１１．２」に

改め、同項第１号中「１００分の１１」を「１００分の１２」に改め、

同項第２号中「１００分の１０」を「１００分の１１」に改める。  

附  則  

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。  
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報告第５号  

 

専決処分報告について  

 

次の事件は、地方自治法第１７９条第１項の規定により別紙のとお

り専決処分したので、同条第３項の規定により議会に報告し、その承

認を求める。  

 

  令和８年６月１２日提出  

 

 

大 阪 南 消 防 組 合   

管 理 者  冨 宅 正 浩    

 

 

記  

 

 

専決第５号  大阪南消防組合職員の旅費に関する条例の一部改正に

ついて  
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即日承認



専決第５号  

 

   大阪南消防組合職員の旅費に関する条例の一部改正について  

 

 大阪南消防組合職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例を次

のように制定する。  

 

  令和８年３月２７日専決  

 

 

大 阪 南 消 防 組 合    

管 理 者  冨 宅 正 浩    
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大阪南消防組合条例第７号  

 

   大阪南消防組合職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例  

 

 大阪南消防組合職員の旅費に関する条例（令和７年大阪南消防組合

条例第１０号）の一部を次のように改正する。  

 第２条第４号中「届出をしないが」を「婚姻の届出をしていないが、」

に改め、同条第６号中「（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係

と同様の事情にある者を含む。 )」を削る。  

第１５条第２号中「１９，０００円」を「２１，０００円」に改める。  

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、令和８年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  改正後の大阪南消防組合職員の旅費に関する条例（以下この条に

おいて「改正後の旅費条例」という。）の規定は、この条例の施行の

日（以下この条において「施行日」という。）以後に改正後の旅費条

例第４条第１項に規定する旅行命令権者（以下この項において「旅

行命令権者」という。）が同項に規定する旅行命令（以下この項にお

いて「旅行命令」という。）を発する旅行及び退職、免職（罷免を含

む。）、失職若しくは休職（以下この項において「退職等」という。）

をした場合又は死亡した場合において改正後の旅費条例第３条第２

項の規定により旅費を支給する旅行について適用し、施行日前に旅

行命令権者が旅行命令を発した旅行及び退職等となった場合又は死

亡した場合において改正後の旅費条例第３条第２項の規定により旅

費を支給する旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日

前に旅行命令権者が旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に旅行命

令権者が改正後の旅費条例第４条第３項の規定により当該旅行命令

等を変更する旅行については、改正後の旅費条例の規定は、当該旅

行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当

該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお
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従前の例による。  

３  前項の規定によりなお従前の例によることとされる旅行について、

施行日以後に改正後の旅費条例第３条第６項及び第７項に規定する

旅費の支給が生じた場合の金額の算定は、なお従前の例による。  
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報告第６号 

 

専決処分報告について 

 

次の事件は、地方自治法第１７９条第１項の規定により別紙のとおり専決処

分したので、同条第３項の規定により議会に報告し、その承認を求める。 

 

  令和８年６月１２日提出 

 

 
大 阪 南 消 防 組 合   

管 理 者  冨 宅 正 浩   

 
 

記 

 

 

専決第６号 令和７年度大阪南消防組合一般会計補正予算（第４号） 
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即日承認



　令和７年度大阪南消防組合一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。

　（繰越明許費）

第１条　地方自治法第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第１表　繰越明許費」による。

令和８年３月３１日専決

令和７年度大阪南消防組合一般会計補正予算（第４号）

大 阪 南 消 防 組 合

管 理 者 冨 宅 正 浩

専決第６号
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（単位：千円）

３ 消 防 費 １ 消 防 費 19,768

第１表　　繰越明許費

款 項 事　　業　　名 金　　額

富 田 林 消 防 署 他 １ か 所
感 染 症 対 策 に 係 る 衛 生 設 備 改 修 事 業
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報 告 第 ７ 号

令 和 ７ 年 度 大 阪 南 消 防 組 合 一 般 会 計 予 算 の 繰 越 明 許 費 繰

越 計 算 書 の 報 告 に つ い て  

 地 方 自 治 法 施 行 令 第 １ ４ ６ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 、 令 和 ７ 年

度 大 阪 南 消 防 組 合 一 般 会 計 予 算 繰 越 明 許 費 繰 越 計 算 書 を 次 の と

お り 報 告 す る 。  

  令 和 ８ 年 ６ 月 １ ２ 日 提 出

大 阪 南 消 防 組 合

管 理 者  冨 宅 正 浩
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報告



令和７年度 大阪南消防組合一般会計予算繰越明許費繰越計算書

（単位 円）

款 項 事  業  名 金  額
翌 年 度
繰 越 額

左 の 財 源 内 訳

既 収 入
特定財源

未収入特定財源
一般財源

国支出金 地 方 債

３消防費 １消防費

資機材搬送車更新事業 23,223,000 23,223,000 23,000,000 223,000 

消防ポンプ自動車（ＣＤ-

Ⅰ型）更新事業
52,712,000 52,712,000 15,777,000 32,900,000 4,035,000 

大阪府防災行政無線再整

備事業負担金
4,709,000 4,709,000 4,700,000 9,000 

富田林消防署他１か所

感染症対策に係る衛生設

備改修事業

19,768,000 19,768,000 19,700,000 68,000 

合  計 100,412,000 100,412,000 15,777,000 80,300,000 4,335,000 
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議案第９号  

 

財産の取得について 

 

 次のとおり、財産を取得するものとする。 

 

  令和８年６月１２日提出 

 

 

大 阪 南 消 防 組 合    

管 理 者  冨 宅 正 浩 

 

 

記 

 

１ 名 称  消防ポンプ自動車 CD－Ⅰ型水槽付（３台）  

 

２ 取 得 の 目 的  消防設備の更新 

 

３ 取 得 の 方 法  指名競争入札 

 

４ 取 得 価 格  金１６２，１９５，０００円 

 

５ 取得の相手方   住 所 兵庫県三田市テクノパーク３２番地  
           名 称 株式会社モリタ関西支店  
           代表者 支店長 髙岡 雄二  
 

６ 支 出 科 目  （款）消防費     （項）消防費 

（目）消防施設費    （節）備品購入費 
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即日原案可決



議案第１０号  

 

財産の取得について 

 

 次のとおり、財産を取得するものとする。 

 

  令和８年６月１２日提出 

 

 

大 阪 南 消 防 組 合    

管 理 者  冨 宅 正 浩 

 

 

記 

 

１ 名 称  はしご付消防ポンプ自動車(３５ｍ級) 

 

２ 取 得 の 目 的  消防設備の更新 

 

３ 取 得 の 方 法  随意契約  

 

４ 取 得 価 格  金２２８，３６０，０００円 

 

５ 取得の相手方   住 所 兵庫県三田市テクノパーク３２番地  
           名 称 株式会社モリタ関西支店  
           代表者 支店長 髙岡 雄二  
 

６ 支 出 科 目  （款）消防費     （項）消防費 

（目）消防施設費    （節）備品購入費 
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即日原案可決



議案第１１号  

 

財産の取得について 

 

 次のとおり、財産を取得するものとする。 

 

  令和８年６月１２日提出 

 

 

大 阪 南 消 防 組 合    

管 理 者  冨 宅 正 浩 

 

 

記 

 

１ 名 称  災害対応特殊救急自動車及び高度救命処置用資機材 

          （２台） 

 

２ 取 得 の 目 的  消防設備の更新 

 

３ 取 得 の 方 法  指名競争入札 

 

４ 取 得 価 格  金７９，０９０，０００円  

 

５ 取得の相手方   住 所 大阪市西区立売堀１丁目７番１５号 

名 称 大阪トヨペット株式会社法人営業部 

代 表 者 部長 村内 敬一 

 

６ 支 出 科 目  （款）消防費     （項）消防費 

（目）消防施設費    （節）備品購入費 
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即日原案可決



議案第１２号 

財産の取得について 

次のとおり、財産を取得するものとする。 

  令和８年６月１２日提出 

大 阪 南 消 防 組 合

管 理 者 冨 宅 正 浩 

記 

１ 名 称  ＬＥＤ照明設備一式 

２ 取 得 の 目 的  富田林消防署他３か所における照明設備更新に伴う

ＬＥＤ照明設備の整備 

３ 取 得 の 方 法  指名競争入札 

４ 取 得 価 格  金１８，１５０，０００円  

５ 取得の相手方   住 所 大阪府吹田市広芝町１０番２５号 

第２池上ビル２階  

名 称 キングランリニューアル株式会社関西支店 

代 表 者 支店長 石塚 雄亮  

６ 支 出 科 目  （款）消防費 （項）消防費 

（目）消防施設費 （節）備品購入費 
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即日原案可決



議案第１３号 

財産の取得について 

次のとおり、財産を取得するものとする。 

  令和８年６月１２日提出 

大 阪 南 消 防 組 合

管 理 者 冨 宅 正 浩 

記 

１ 名 称  防火服一式（８４着） 

２ 取 得 の 目 的  消防活動用防火服の更新  

３ 取 得 の 方 法  指名競争入札 

４ 取 得 価 格  金１８，０１８，０００円  

５ 取得の相手方   住 所 大阪市東住吉区杭全７丁目４番２１号 

名 称 株式会社マトイ防災 

代 表 者 代表取締役 奥村 勇二 

６ 支 出 科 目  （款）消防費 （項）消防費 

（目）常備消防費 （節）需用費（消耗品費）  
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即日原案可決



議案第１４号   
 

大阪南消防組合公平委員会委員の選任につき同意を求めることに

ついて  
 
 公平委員会委員に次の者を選任したいので、地方公務員法第９条の２

第２項の規定により議会の同意を求める。  
 
  令和８年６月１２日提出  
 
 

大 阪 南 消 防 組 合    
管 理 者  冨 宅 正 浩   

 
 

記  
 

氏   名   
 
住   所   

 
生年月日   
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丸岡 耕平

即日同意



議案第１５号 

大阪南消防組合監査委員の選任につき同意を求めることについて 

 監査委員に次の者を選任したいので、地方自治法第１９６条第１項の規定

により議会の同意を求める。 

  令和８年６月１２日提出 

大 阪 南 消 防 組 合

管 理 者 冨 宅 正 浩 

記 

住  所 

氏  名 

生年月日 
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片山 敬子

即日同意
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